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不動産担保型生活資金に係る不動産評価に関する覚書

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 （以下 「甲」 という。） と公益社団法人埼玉県
不動産鑑定士協会 （以下 「乙」 という。） とは、 不動産担保型生活資金に係る不動産
評価の実施に関し、 次のとおり覚書を取り交わす。

１

　

業務内容

　

乙は、甲が依頼する不動産の事前相談、不動産評価等の業務を行う不動産鑑定士
の選定に協力をする。事前相談及び不動産評価の方法、評価費用等は別紙１から３
までのとおりとする。 なお、 事前相談にかかる費用は無料とする。

　

また、乙は不動産所有者にかかる個人情報については一切保有しないこととする。

２

　

覚書に定めのない事項等

　

この覚書にない事項または疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議の上取り

決める。

３

　

有効期間

　

この覚書の有効期間は、 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。

　

なお、期間満了の日までに甲乙双方いずれからも申し出がない場合には、１年ご

とに自動更新するものとする。

　

以上、 覚書の証として本証２通を作成し、 甲乙において記名押印の上、 各１通を保

有する。
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別紙１

不動産担保型生活資金 事前評価の方法

．
▲

　

事前評価の方法
①不動産鑑定士協会は、毎年４月に不動産鑑定士リストを作成し県社協に提供する。
②相談者は本貸付を希望する際、市町村社協に相談の上、必要書類（登記事項証明

　

書、 公図、 名寄帳） を市町村社協に提出する。
③市町村社協は、 ②で受付した必要書類を県社協に送付する。
④県社協は、 ①のリストに基づき、 不動産鑑定士を選定し、 事前評価を依頼する。 不

動産鑑定士が決定後、 必要書類を送付する。
⑤不動産鑑定士は、 事前評価を実施し、 結果を県社協に報告し概要を説明する。
⑥県社協は市町村社協に事前評価結果を報告する。
⑦市町村社協は、相談者に事前評価結果を伝達する。
⑧県社協は、 不動産鑑定士協会に事前評価を実施した旨を報告する。

※関係図は以下のとおり

［鵬 だ陵ー －－馨臓，、公図、－ 〆［獅 翻 醐会Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

んＬＡ▲▲

　

▲～圏

　　　　　　　

．

　

・

１

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

　

④①のリストに基づき、不動産鑑定士を選定・事前拝柘依頻

　　

必要書嬢送付

　　　　　　

③事前評価結果を報告‐脱明

事前評価費用
事前評価にかかる費用は無料とする。

２



別紙２

不動産担保型生活資金 不動産評価の方法

１

　

評価の日時

（１）相談者から申込後、埼玉県社会福祉協議会（以下、「県社協」）が不動産鑑定士

　　

と調整して日時を決定する。
（２） 日時について、市町村社会福祉協議会 （以下、「市町村社協」）を経由し、申込

　　

者に連絡する。

２

　

評価の場所

（１） 借入申込を行った相談者 （以下、「申込者」） 宅で行う。
（２） 現地集合、 現地解散とする。

３

　

評価者及び立会人
（１） 不動産鑑定士が評価する。
（２） 市町村社協職員及び県社協職員が立ち会う。
（３） 申込者及び必要に応じて申込者の親族等も立ち会う。

４

　

評価

（１） 定められた様式に基づいて評価を行う。
（２） 土地のみの評価を行うこととする。 この場合、 土地が更地であるものとして評

　　

価を行う。
（３） 長期間にわたり貸付を行う制度であることを十分勘案した評価を行う。

５

　

評価結果

（１）不動産鑑定士は、協議により定める期日までに、評価表を２部作成し、県社協

　　

に送付する。
（２）県社協が開催する貸付審査等運営委員会に出席し、評価結果の概要を説明する。

６

　

評価費用
（１） 評価費用は５０，０ ００円とする。（消費税及び交通費込み）
（２） 不動産鑑定士が申込者に評価費用を請求し、 申込者は請求に基づき支払うもの

　　

と す る。

７ 不動産鑑定士協会への報告

　

県社協は不動産評価を行った結果を、 不動産鑑定士協会に報告する。



別紙３

不動産担保型生活資金 不動産再評価の方法

１ 不動産再評価の対象

　

以下のいずれかに該当する場合、 不動産再評価を実施する。
（Ｉ） 生活福祉資金貸付規程第１７の３の （１） 及び （２）

（２）生活福祉資金（不動産担保型生活資金）運営要領第７の１及び３並びに第９の３

２ 再評価者

（１）原則として、直前の評価を行った不動産鑑定士が担当する。当該不動産鑑定士が

　　

対応できない場合、 県社協が選定する不動産鑑定士が担当する。
（２）直前の評価を行った評価者と異なる場合、再評価の前に、県社協職員が不動産鑑

　　

定士に対し、 前回評価表を送付する。

３

　

再評価

（１） 定められた様式に基づいて再評価を行う。
（２） 土地の評価だけを行うこととする。 この場合、 土地が更地であるものとして評価

　　

を 行 う。

（３） 県社協が不動産鑑定士及び借受人、 市町村社協と日程調整の上、 鑑定日を決め、

　　

不動産鑑定士に通知する。

４

　

評価結果
（１）不動産鑑定士は、協議により定める期日までに、評価表を２部作成し、県社協に

　　

送付する。
（２）不動産鑑定士は、県社協が要請した場合、県社協が開催する貸付審査等運営委員

　　

会に出席し、 評価結果の概要を説明する。

５

　

評価費用
（１） 評価費用は５０， ０ ００円とする。（消費税及び交通費込み）
（２）不動産鑑定士が借受人に評価費用を請求し、借受人は請求に基づき支払うものと

　　

す る。

６ 不動産鑑定士協会への報告

　

県社協は再評価を行った結果を、 不動産鑑定士協会に報告する。


